
１．健全化判断比率

年度 高石市 早期健全化基準 財政再生基準

令和4年度 ―         % 12.86% 20.00%

令和5年度 ―         % 12.83% 20.00%

令和4年度 ―         % 17.86% 30.00%

令和5年度 ―         % 17.83% 30.00%

令和4年度 11.7% 25.0% 35.0%

令和5年度 10.3% 25.0% 35.0%

令和4年度 90.8% 350.0%

令和5年度 75.2% 350.0%

＊　実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、いずれも赤字額が生じていないため、「－」で表示しています。

２．資金不足比率

特別会計名 年度 高石市 経営健全化基準

令和4年度 ―         % 20.0%

令和5年度 ―         % 20.0%

令和4年度 ―         % 20.0%

令和5年度 ―         % 20.0%

＊　資金不足比率は、いずれの会計においても不足額が生じていないため、「－」で表示しています。

実質赤字比率

実質公債費比率

連結実質赤字比率

将来負担比率

水道事業会計

下水道事業会計

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成19年6月に施行されたことにより、その法律で

定められた健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、その算定内容を監査委員の審査に付したう

えで、議会へ報告するとともに、市民の皆さまに公表することとなりました。
令和５年度決算に基づく高石市の健全化判断比率（実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費

比率・将来負担比率）及び資金不足比率は次のとおりです。

令和５年度決算に基づき高石市の健全化判断比率を算定したところ、実質赤字比率「－」・連結実質

赤字比率「－」・実質公債費比率10.3％・将来負担比率75.2％となり、いずれの比率についても財政再

生基準及び早期健全化基準を下回りました。 また、資金不足比率については、高石市の公営企業会

計である水道事業会計及び下水道事業会計が対象となりますが、いずれの会計においても資金不足

が生じていないため、比率も生じていません。

令和５年度決算に基づく健全化判断比率等の公表について（確定値）



       ≪ ≫内は令和５年度決算に基づく高石市の数値（単位：千円） 

○標準財政規模 

地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、次の算式により算出されるもの 

 

 

＊一般財源・・税や譲与税など使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源。 

 

○実質赤字比率 

一般会計等（高石市の場合、一般会計と墓地事業特別会計の合計）を対象とした実質赤字の標準財政

規模に対する比率 

 

 

 

 

○連結実質赤字比率 

 全会計（高石市の場合、一般会計等・国民健康保険特別会計・介護保険特別会計・後期高齢者医療保

険特別会計・水道事業会計・下水道事業会計の合計）を対象とした実質赤字（又は資金不足額）の標準

財政規模に対する比率 

 

 

 

 

○実質公債費比率 

 一般会計等が負担する地方債等の元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊準元利償還金・・「一般会計等が負担する地方債等の元利償還金」に準ずると考えられるものであり、 

        例えば、一部事務組合が負担する地方債の元利償還金に対する一般会計等からの 

負担額などである。 

＊特定財源・・一般財源と異なり、国庫支出金や使用料などのように使途が特定されている財源。ここ

では地方債等の元利償還金又は準元利償還金に充当可能な特定財源を示している。 

＊基準財政需要額・・地方公共団体が標準的な行政を合理的な水準で実施した場合に必要と想定される

一般財源の額であり、普通交付税の計算に用いられる。 

指標・用語の説明   

           一般会計等の実質赤字額 ≪     0≫ 

実質赤字比率 ＝  

             標準財政規模    ≪14,347,829≫ 

             連結実質赤字額 ≪         0≫ 

連結実質赤字比率 ＝  

             標準財政規模  ≪14,347,829≫ 

           （地方債等の元利償還金    ＋    準元利償還金） 

     ≪R3  3,198,508  R4  3,034,995≫   ≪R3  832,201  R4   846,129≫ 

             ≪R5  2,830,876≫             ≪R5   856,435≫  

  －（特定財源 ＋ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

実質公債費比率 ≪R3  691,663  R4  699,558≫  ≪R3  1,919,093  R4  1,889,205≫ 

（３か年平均）＝    ≪R5  716,389≫          ≪R5   1,855,510≫ 

  標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

    ≪R3  14,345,442   R4   13,999,866≫ ≪R3  1,919,093   R4   1,889,205≫ 

         ≪R5   14,347,829≫            ≪R5   1,855,510≫ 

標準財政規模  ＝  標準税収入額等（市税や譲与税等） ＋ 普通交付税 ＋ 臨時財政対策債発行可能額 

≪14,347,829≫     ≪11,694,252≫      ≪2,517,828≫   ≪135,749≫ 



○将来負担比率 

 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率 

 

 

 

 

 

 

 

＊将来負担額・・地方債の現在高や他会計及び一部事務組合等への負担見込額など一般会計等が将来負

担すべき実質的な負債。 

 

○資金不足比率 

 公営企業ごとの「資金の不足額」の「事業の規模」に対する比率 

 

 

 

 

○早期健全化基準 

法律に定められた基準（高石市の場合、実質赤字比率 12.83％・連結実質赤字比率 17.83％・実質公

債費比率 25.0％・将来負担比率 350.0％）でこれらの基準を１つでも上回ると、外部監査と議会の議決

を経た財政健全化計画の策定が義務付けられ、速やかに公表するとともに都道府県知事へ報告すること

となる。 

また、同計画の実施状況についても毎年度①議会へ報告②公表③都道府県知事へ報告が義務付けられ、

財政の早期健全化が著しく困難と認められる場合は、都道府県知事から必要な勧告がなされることとな

る。  

 

○経営健全化基準 

法律に定められた基準（資金不足比率 20.0％）で各公営企業会計においてこの基準を上回ると、早期

健全化基準を上回った場合と同内容の事項が義務付けられる。この場合において策定する計画は経営健

全化計画となる。  

 

○財政再生基準 

 法律に定められた基準（高石市の場合、実質赤字比率 20.00％・連結実質赤字比率 30.00％・実質公

債費比率 35.0％）でこれらの基準を１つでも上回ると、早期健全化基準を上回った場合に義務付けられ

る事項（策定は財政再生計画、報告は総務大臣）に加え、地方債を発行するためには財政再生計画につ

いて総務大臣の同意が必要となる（一部の地方債を除く）。 

また、財政運営が計画に適合しないと認められる場合等は総務大臣から予算の変更や財政再生計画の

変更等必要な措置を講ずるよう勧告がなされることとなる。  

 

水道事業会計      下水道事業会計 

資金不足比率＝  資金の不足額  ≪        0≫      ≪        0≫ 

         事業の規模   ≪1,093,249≫      ≪1,430,858≫ 

        将来負担額  － （充当可能基金額 ＋ 特定財源見込額 

≪44,700,273≫    ≪4,879,706≫    ≪9,033,643≫ 

＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入額） 

将来負担比率＝                  ≪21,391,999≫ 

        標準財政規模 －（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

≪14,347,829≫           ≪1,855,510≫ 



うち公営企業会計

泉北環境整備施設組合 高石都市開発（株）

一般会計 国民健康保険特別会計 水道事業会計 高石市泉大津市墓地組合 （一財）高石市保健医療センター

墓地事業特別会計 介護保険特別会計 下水道事業会計 大阪府後期高齢者医療広域連合 等

後期高齢者医療保険特別会計 大阪広域水道企業団

地方公社
第三セクター等

一部事務組合
広域連合

都道府県・市町村

一般会計等
（普通会計）

公営事業会計

高石市

健全化判断比率等の対象範囲

実質赤字比率 資金不足比率

連結実質赤字比率

将来負担比率

実質公債費比率


